
▼京都産業大学の司法試験合格後も給付制度のサポート▼

社会から負託された本学の法曹養成の一環として、１年間の司法修習に集中できるよう経済的負担を

軽減するための給付制度があります。修習に集中できるようにサポートしていきます。

平成 23 年 5 月 25 日(水) 14:00～16:00

京都産業大学 13 号館 １階 １３１０１教室

【お問い合わせ先】 京都産業大学 法務研究科事務室
電話：075-705-1564／ FAX：075-705-2959 ／ e-mail：law-school-jim@star.kyoto-su.ac.jp

8 月初旬にＡ日程入試を
実施!!

入学時から司法試験合格後まで
の経済負担のサポートが

あるから安心!!

平成 24 年度既修者入学者の
授業料を全員免除

既修者飛び級入学制度を導入

最短5年で新司法試験受験資格が

可能になります。

※GPA等の条件があります。

2・3年次生

学部３ 年＋法科大学院２年＝最短５年

充実した奨学金はもちろん、新司法修

習に向かう修了生に対して、経済的負

担を軽減するために 200万円 を

を給付

経済支援の拡充をはかるため、既修

者入試による入学者は全員 2 年間全

額免除します。

開 催 日

今年度、関西で最も早
く入試を実施。

会 場


